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経済論叢(京 都 大学)第156巻 第2・3号,1995年8・9月

ヨ アメリカ年金会計にみる完全未履行契約の認識

SFAS第87号 『事 業 主 の 年 金 会計 』 の検 討

{
佐 野 哲 哉

は じ め に

1 近年,年 金会計の問題が,負 債の認識 ・測定の問題との関連のなかで論 じら

れ て い る11。特 に,議 論 を ア メ リ カ に しぼ る な らば,伝 統 的 負債 概 念 か ら新 し

い負債概念への変化の過程において,年 金負債の認識が果たした役割の大 きさ

が指摘されている%

本稿の目的は,財 務会計基準書籍87号 「事業主の年金会計P(以 下,SFAS

1}田 中建二.「負債 の時価評価序説」 『JICPAジ ャーナル」1994年6,1,醍 醐総 「年金資産 ・負債

の評価 問題1「 会計1第146巻 第1号 〔ユ994年7月),伊.藤 邦雄 「負 債会計の進展 にみ る現代会計

のチ ャレンジ」 『企業会計1…第46巻 第8号.〔1994年3月),今 福愛志 「資産負債 アプローチと負債

評価」 「企業会計』第46巻 第8号 〔1994年8月),徳 賀芳弘 「伝統的な負債概念 から新 しい負債概

念へ1「 企業 会計.1第4G巻 第8号 〔1994年8月)。 その他,従 業員の受給権保護 を強調 した ものと

して,中 野誠 「年金会計生成プ ロセス におげ る従業員 巨)視点 の浸透」 『企業会計」第46巻10月 づ.

(1994年10月),中 野誠 「年金会計 におけ る従業員受給権保護 の思潮」 「産業経理』第M巻 第3号

〔1994年10月)。

2}徳 賀芳弘助教授 は,前 掲論文のなかで,ア メ リカにお ける未履行契約の負債 の認識 につい て,

① 未履 行契約 の権利 ・義務を言忌識 しない段 階か ら,② ワー.ス契約のよ うに責務 の金額 と決済 日が

明確 な ものを認識す る段階へ さ らに,③ 「責務 の金額が数理計算等によ って合理的に見積 もる

ことので きる もの を認識する段 階,④ 「金額が可変的 な未履行契約の責務」 を認識す る段 階へ

の,段 階的拡張 を指摘 している。

3〕FASB,∫'α'幽 ピ醍 ヴ 凡照癬 α～ム`ζo捌加g3印,π 面油Nゆ.87,Employers'Arooun--ngforPen.

vane(SFASh「 ・'、871,FASB,1)ecemberl985.本 文 と用語解説 については,日 本 公認会計1=協 会

国際委員会 による翻 訳が 「JICPANEWS)No.398;1988年11月)22-36ペ ー ジに掲載 されて い

る。

SFAS第87号 の 内容 を紹介 した ものと しては,例 えば,今 福 愛志 「年金会計 基準のデ ィスク

ロー ジャー」 『経済集志』第63巻 第1弓.(1993年4月)や 堤 一浩 『現代年金会計論.1中 央経済社

(1991年 〕があ るQ
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第87号 と略)に も とづ い て 計.ヒさ れ る 年金 資 産 ・年 金 負 債 の 一部 が完 全未 履 行

契 約 に お け る権 利 ・義 務 の.会計 的 認識 とな っ て い る こ と を明 らか にす る こ とに

あ る。

まず,1で,年 金 会 計 の 基 本 的 問 題 を 明 らか に し,次 い で,Hに お い て,

SFAS第87号 の 検 討 を 行 う。mで は,且 の 議 論 をふ ま え て,SFAS第87号 に

お け る完 全 来 雁.行契 約 の 認 識 の論 理 を 明 らか にす る。

1年 金会計の基本的問題

企 業 年金 とは,企 業 が,そ の 従 業 員 を対 象 に実 施 す る私 的 年 金 の こ とで あ る。

企 業年 金 は,ま ず,確 定 給 付 制 度 と確 定拠 出制 度 とに 区別 す る こ とが で き る。

確 定 給 付 制 度 とは,将 来 の給 付 額 も し くは給 付 額 の算 定式4}が あ らか じめ設 定

され て お り,そ の給 付 の た め に必 要 な 拠 出 額 を 数理 計 算 に基 づ い て 算 定 し,資

金 を積 み立 て て い く もの で あ る。 日本 の 適 格退 職年 金 制 度 や 厚 生 年 金 制 度 は こ

れ に属 す る.確 定 拠 出制 度 は,掛 金 が あ らか じめ設 定 され て お り,資 産 運用 の

結 果 に基 づ い て給 付 額 を決 定 す る もの で あ る,,従 業 員 持 株 制 度 等 が これ に分 類

され る。 ま た,企 業 年 金 は,年 金 給付 に必 要 な資 金 を企 業 内 部 に積 み 立 て るか,

企 業外 部 に積 み 立 て るか によ って 区 別 で きる。.本論 で 検 討 の 対 象 とな って い る

の は,外 部 積 立 の 確 定 給 付 制 度 で あ る 。

企 業 年 金 取 引 は,事 業 者 が 従 業 員 の 勤 務(service)に 対 して,そ の退 職 後

一 定 期 間
,年 金 を支 払 う もの で あ るが,事 業 者 と従 業 員 個 人 との 関係 で み れ ば,

当 初 の契 約 か ら取 引 の 終 了 ま で に数 十 年 を要 す る取 引 で あ る。 ま た,企 業 年 金

取 引 は,事 業 者 と従 業 員 集 団 の 関係 か らみ る と,半 永 久 的 な 存在 す なわ ち ゴー

イ ング コ ンサ ー ン と想 定 す る こ とが で き る。 この よ うな 年金 取 引 の性 格 か ら,

4)年 金給付算定式(Pe【lshOnbelle丘tformu】由 とは,年 金制度のもとに加人者の受給資格に相当

する支給額を決定する基礎であり,例えば(最 終給ラ}xO.01× 勤務年数というように規定され

る。

アメリカでは,1960年 代後半以降,イ ンフレーションへの対応σ)一つの手段として,将 来の給

与額を算定式に組み込んだ給付算定式が普及している(北 條裕雄 『現代アメリカ資本市場論』同

文館,1992年,155-158ペ ー.・ジ〕。
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年金債務の測定には将来キャッシュフローの割引価値が採用される。ζこで利

用されるのが保険数理計算である。保険数理計算 とは,事 業者の拠出必要額を

決定するために.保険数理の専門家であるアクチュアリー轟,が使用する計算方法

であ り,会 計..ヒの費用を計算するのにも利用される。そして,毎 決算期に,現

実数値 と期待数値馴との間で何らかの調整が行われる。

企業年金においてはまた,年 金取引の長期的性格に基づいて,運 用可能な年

金資産が生 じ,.しか も,事 業者と従業員集団との関係からみれば,そ の資産は

恒常的な存在 となる。事業者は,そ の年金資産の運用収益を拠出金とともに年

金支払のための源泉 と考えている。 したがって,年 金資産の運用収益が年金費

用のマイナスフ自一として認識される。年金資産の運用収益の計算 も予想計算

を媒.介として行われるので,年.金 資産の運用収益においても,現 実数値と期待

数値の問で,何 らかの調整が行われる。

見積については,年 金債務に関するもの と年金資産に関するものが存在する

が,見 積に基づく数値 と現実数値との調整は,年 金費用の計算のなかであわせ

て行われる。このように,年 金会計においては一義的に決まる 「客観的」な取

引数値はそもそも存在 しない。 したがって,年 金会計は客観的な取引数値の存

在を前提とする会計では処理 しえない。

5}ア クチ ュア リーについては,浅.谷 輝雄監修 『リスク管理 とアクチ.スア リー』金融財政事情研究

会,1992年 を参照.

6)こ こでいう現 実数値 と期待数値 とい う用語 について簡単 に説明す ると,以 下の通 りで ある。資

産 についていえば,期 待数値 とぽ期 首か らみて期末にばそ うなるだ ろうとい う数値であ り,現 実

数値 とは,期 末 における数値であ る.資 産における現実数値 と期待数値の差額は,現 実収益 と期

待 収益の差額で ある、、こ 二でい う現実数値は,以 上の意味 で期待数値 と対比 されて使用 されてお

り,収 益が実現す るとか していない とかい うことは含意 していない。債務 についていえば,期 待

数値 とは,期 首 と同じ仮定で あれば期末にばそ うなるで あろうとい う数値であ り,現 実:数.値とは,

期 末において新 たに見積 もられた仮定によ って計算 される数値であ る.、.債務1こおける現 実数値 と

.期待 数値 の差額 は仮定の変更 による債務の変動 額で ある。 したが って,債 務においては,現 実数

値 とはい うものの依然 として見積に基づ く数値であるこ とには変わ りない、
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IISFAS第87号 の検 討

1SFAS第87号 の概観

SFAS第 呂7号に お け る 年 金 費 用 は,期 間 純 年 金 費 用 と して捉 え られ て い る。

期 間純 年金 費用 は,以 下 の六 つ の 要 素 か ら構 成 され て い る。(1)勤 務 費 用,(2)

利 息 費 用,(3)制 度 資 産 に対 す る現 実 の収 益,〔4)未 認 識 過 去 勤務 費用 の償 却,

{5)認 識 さ れ た 範 囲 で の 利 益 ま た は損 失,(6)SFAS第87号 移 行 時 の 未 認 識

純 債 務 また は 未 認 識純 資 産 の償 却 で あ る。 こ こで は,(1),働,〔4)に つ い て,簡

単 に 説 明 す る こ と にす る。SFAS第87号 の 勤 務 費 用 要 素 は,あ る期 間 に割 り

当 て られ た 予 測 給 付 債 務 ηと して 決 定 され る もので あ る。 利 息 費 用 要 素 は,時

間 の経 過 に よ る予 測 給付 債務 の増 加 と して決 定 され る。過 去 勤 務 費 用 とは,年

金 制度 の改 訂 に よ り交 付 され る こ とに な る遡 及 給 付 の 費用 で あ る。 過 去勤 務 費

用 は,制 度 改 訂 が され た 期 に 全 額認 識 され るわ けで はな く,基 本 的 に は,従 業

員 の残 存 勤 務 期 間 にわ た って 認識 され る。 こ の よ う な遅 滞 認識 は,制 度 の改 訂

が 将 来 の期 間 に経 済 的 利 益 を 事業 者 に もた らす とい う期待 を も って行 わ れ る こ

とを根 拠 に して い る。

SFAS第87号 に お け る負 債 お よ び 資 産 は,ま ず,認 識 され た 費 用 と基 金 へ

の拠 出額 の差 額 と して 認 識 さ れ る 。

「本 基 準 書 に基 づ い て認 識 さ れ た期 間純 年 金 費用 が,事 業 者 が 制 度 に拠 出

した額 を超 え る場 合,負 債(未 積 立 未 払 年 金 費 用)が 認 識 さ れ る。 期 間純 年

金 費用 が 事 業 主 が 制 度 に拠 出 した額 よ り も少 ない 場 合 には資 産(前 払 年金 費

用)が 認識 され る。」

さ ら に,追 加 最 小 負 債(additionalminimumliability)が 認 識 さ れ る。 追 加

最 小 負 債 は,累 積 給 付 債 務alが制 度 資 産 を 超 え る額 に基 づ い て認 識 され る。

7)予 測給付債務(projectedbenefitobligation)と は,あ る 日現在,年 金給 付算定式 によ り,あ

る従業員がそ 吐)口まで に提供 した勤務 の対価 と して算出 した給付金額の保険数理現在価値であ る.

年 金給付算定式が将来の報酬 水準に基づ くものであ るとき,予 測給付.債務は将 来の報酬水準 に関

する仮定事項 を用いて計算 される。
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「もし,累 積給付債務が制度資産の公正価格をこえる場合,事 業主は,少

な くとも未積立累積給付債務 と同等の負債(未 積立未払年金費用を含む)を

財政状態報告書中に認識すべきである。もし,未 積立累積給付債務が存在 し,

更に,同 資産が前払年金費用として認識され,㈲ 未積立未払年金費用として

すでに認識された負債が未積立累積給付より少なく,ま たは,(の未払年金費

用,あ るいは前払年金費用が全く認識されなかった場合には,追 加最小負債

の認識が要求される。」9,

そして,追 加最小負債に対応する項目として無形資産が認識される。ただ し,

無形資産として認識される金額は,未 認識過去勤務費用の金額によって限定さ

れてお り,未 認識過去勤務費用を超過する金額は,基 本的に株主持分の要素と

して認識される1%

.

一
.

2SFAS第8ア 号 に お け る 年金 取 引の と らえ方

SFAS第87号 は,年 金 取 引 を 従 業 員 の 勤 務 と事 業 者 の 支 払 う年 金 給 付 と の

交 換 と と ら え,そ の 見 解 を 展 開 し て い る 。

「こ の 基 準 書 に お け る 確 定 給 付 年 金 は,事 業 者 と従 業 員 と の 間 の 取 引 で あ

る と い う基 本 的 な 考 え 方 に 出 来 し て い る。 従 業 員 に よ っ て 提 供 さ れ た 勤 務 と

交 換 に,事 業 者 は,現 在 の 賃 金 と そ の 他 の 給 付 に 加 え,退 職 給 付 を 提 供 す る

こ と を 約 束 す る 。 こ の 基 本 的 な 見 解 か ら,年 金 給 付 が,心 付 け(gratuities)

と い っ た も の で な く 従 業 員 へ の 給 付 の.部 で あ り,支 払 い が 繰 り延 べ られ る

こ とか ら,繰 延 給 付 で あ る こ とが 導 か れ る 。 ま た ,勤 務 が 提 供 さ れ た 際 に そ

の 給 付 に 対 す る 事 業 者 の 債 務 が 生 じ る とい う こ と が 導 か れ る 。」」1〕

8)累 積給付債務(accumulatedLeuefitn6且ig・tiDn)と は,給 付算定式 によ り,一 定 朝 口まで に提

供 された従業 員の勤務 に対応 し,ま た,そ の期 日までの従 業員の勤務と報酬 樋 用す る場合)に

基づ く,給 付の保険数理現 在価値である.累 積給付債務ぽ,予 測給付.債務 と次の点で ことなる。す

なわち,累 積給付債贅には将来の報酬 水準に関す る仮定 事項 はふ くまれていない、.定額給付また

は非給与比例制の年 金制 度における辛台付算定式では,累 積給 付債務と予 測給付債務 は同一であ る.

9}FASB,SPン15No.87,par、36.

10)]Lid.、par.37.

11)1う ご`Z,par.79.
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この 点 に つ い て は,FASBが1981年 に公 表 した 討 議 資 料 『年 金 とそ の他 の

退職 給 付 に 関す る事 業 者 の 会 計 に 関 連 す る 問 題 の分 析 』 にお い て既 に表 明 さ れ

て い る。

「近 代 的 な年 金 契 約 は,一 般 的 に従 業 員 に提 供 され た 勤 務 の 見 返 り と して

事 業者 が従 業 員 の年 金 を提 供 す る とい う約 束 と して 記 述 され る。 この観 点 で

は,年 金 は,従 業 員 に よ って提 供 され る勤 務 と交換 に事 業 者 に よ っ て提 供 さ

れ る繰 延 給 与(deferred〔:〔.}mpcnsati。n)の 一形 態 で あ る。」12}

討 議 資 料 は,引 き続 い て,.こ の繰 延 給 与観 か ら,企 業 年金 につ い て の基 本 的

な会 計 問 題 を導 い て い る 。

「繰 延 給 与観 は,年 金 費用 が,従 業 員が 勤 務 を提 供 した期 間 に わ た り,何

らか のや り方 で,発 生 す る こ とを提 示 す る。 こ の198ユ年 討議 資料 で と りあ げ

られ る基 本 的 な会 計 問 題 は,こ の観 点 か ら導 か れ る。 も し,年 金 契 約 の実 質

が 事 業 者 と従 業 員 との 交 換 で あ る な ら ば,基 本 的 な 会計 問題 は,あ る期 間 ま

た は あ る 日以 前 に生 じた 交換 の金 額 を測 定 す る,価 値 を はか る(valuing),

も し くは 決 定 す る こ とで あ る。 あ る期 間 に生 じ る と思 わ れ る交 換 の金 額 は,

そ の 期 の 費 用 を認 識 す る基 準 と な るべ きで あ る。貸 借 対 照 表 以 前 に生 じた と

思 わ れ る金 額 は そ の 日 の事 業.者の 負 債 を認 識す る(負 債 を弁 済 す る支払 を考

慮 に 入 れ る.前に)基 礎 と な るべ きで あ る。」止3)

な お,年 金 基 金 の存 在 は以 上 の 点 を 否定 す る もの と して は基 本 的 に考 え られ

て い な い 。 この 点 は,例 え ば,1982年 にFASBが 公 表 した.『年 金 お よび そ の

他 の 退 職 給付 に関 連 す る主 要 な問題 につ い て のFASBの 準 備 的 見 解 』 にみ る

こ とが で き る。

「審 議 会 の見 解 で は,事 業 者 の主 要 な債 務 は,現 在 の勤 務 を将 来 の年 金 給

付 と交 換 した 従 業 員.に対 す る もの で あ る、,従業 員 に対 す る債 務 は,年 金 制 度

12)FASB,DiscussionMemorandum,AuAnalysisofIssuesrelatedtoEmployers'Accountingf「

髭加 伽∫απ4α肋rFθ∫∫例ρ10y〃露βηε翫呵i灘ピDピ∫ゴ配∫如πM8脚'朋 ぬ7舷FASB ,Febr岨ry1981,

par.62.
13)1わ'd,par,63、
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の 条件 の も とで彼 らに約 束 され た 給付 の 直接 の結 果 で あ る。 事 業 者 は ま た年

金 制 度 に 対 す る 債 務 を もつ 。 しか しそ れ は従 業 員 に 対 す る 債 務 に 由 来す

る。」'4〕

「審 議 会 は,資 金 を受 け取 り,投 資 し,給 付 を支 払 う分 離 した 法 的 実 体 の

設 定 が そ の債 務 の性 質 を変 え る とは信 じな い。」'5,

以 上 に み る こ とが で き る よ うに,SFAS第87号 は,年 金 会 計 に お け る会 計

処理 の対 象 を従 業 員 の勤 務 と事 業 者 の支 払 う年 金 給 付 との取 引で あ る とい う規

定 した うえで,年 金会 計 の認 識 ・測定 問題 を展 開 して い る。

そ して,SFAS第87号 は,年 金 取 引 が 従 業 員 の 勤 務 と事 業 者 の支 払 う 年 金

給 付 との 交 換 取 引 で あ る とい う見 解 に基づ き,年 金 費用 を計 算 す る際 に使 用 す

る保 険数 理 計 算 の 方 法 を,給 付 〆 勤 務 年 数 ア プ ロー チ に 限定 した 。 こ こで,以r

下 の 説 明 の 参 考 と して,'割 当 て ア プ ロ ー チ の簡 単.な計 算 例 を紹 介 して お く1%

計 算 例 の 基本 的条 件 は 以下 の通 りで あ り,そ の結 果 は第 ユー5表 に示 され て い

る。

・従 業 員 は1名 で,3年 間勤 務 し退 職 す る。

・1年 目の 給 与 は10 ,000ド ル,2年 目の給 与 は11,000ド ル,.3年 目の給 与 は

12,100ド ルで あ る。 退 職 給付 の算 定式 は,退 職 時 給 与 ×0.0ユ ×勤 務 年 数 と

す る。3年 間勤 務 し,退 職 した 場 合 の 退 職 給 付 は12.1⑪0×0.01×3二363

ドル とな る。

・割 引 率 は 年12%と す る。

SFAS第87号 の 形 成 プ ロ セ ス に お い て 検 討 さ れ た 割 当 て ア プ ロ ー チ は 大 き

く二 つ に 分 け られ るg第 一 の 割 当 て ア プ ロ ー チ は,給 付 ア プ ロ ー チ(benefit

approach)で あ る。 給 付 ア プ ロー チ で は,年 金 給 付 が 従 業 員 の 各 勤 務

14)FASB,PreliminaryViewsげ ご加,了 η朗dα`A㈹ 研``ηg5蜘 山p矯 飾 αFτ♂σ7聖7服jp垣 ∬卍巴ε5re.

laidtoEmploy,,㌦1rroκr`励9ルrハ ぞノz5ごσ'ロ 仰 げ`)訪 σ.R'舘 で7πノ,侮 猷駅刎&.,fit,,FASR,Novem.

1,,,1982,par.23.

15)」 翻 鼠,par.25.

16}こ の 計 算 例 は,FASB,DisnusionMemorandum,pays.218-229に.よ る 。
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第1装 累 積 給 付 ア プロ ー チ (単f立:ド ノレ〕

給付額 費 用 負 債

〔第1年 度〕

給付算定式によ って割 り当てられた給付額

0.01x10,000ド ルX1年 100』0

第 ユ年度末 の負債

]00÷(1.12)2 79.72

第1年 度の期 間費用

繰延給与要素 79.72

利息要素 0

合 計 79.72

〔第2年 度 〕

給付 算定式 によ って割 り当て られた給付額

0.01x11・,000ド ♪レ×2年 220.00

第2年 度末の負債

. 200÷ ユ.12 196.43

第2年 度の期間費用

繰延給与要素

(220-100)X1,12 ユ07.14

利息要素
79.72×0.12 9.57

合 計 116.72

〔第3年 度〕

給付 算定式 によって割 り当て られた給付額

O.01×12,100ド ルX3年 363.00

第3年 度末 の負債

.

第3年 度の機関費用 363.00

繰延給与要素
363-220 143.00

利息要素

196.43×0.12 23.57

合 計 166.57

期 間 に割 り当 て られ,そ して,割 り当 て られ た給 付 の費 用 が 計 算 され る。 この

ア プ ロー チで は費 用 が 各 勤 務 期 間 に 割 り当 て られ た年 金 給付 に基 づ くので,年

金 費用 が 間接 的 に期 間 に割 り当 て られ る とい え る。 この 給 付 ア プ ロー チ は,さ
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第2表 給付/勤 務 年.数アプローチ

(203)12呂

(単 位:ド ル)

給付額 費 用 負 債

〔第1年 度〕

第1年 度 に割 り当てられた給付額

363÷3年 121.00

第1年 度 末の負債

121÷(1.12)2 96.46

第1年 度の期間費用

繰延給与要素 96.46

利息要素 0　 一

合 計 96.46

〔第2年 度 〕

第2年 度 に割 り当てられた給付額 121.00

第2年 度 まで に割 り当て られた給 付'額 242.00

第2年 度 末の負債

242÷1.12 216.07

第2年 度 の期 間費用

繰延給与要素

⊥21÷1.12 108.03

利息要素

96.46×O.12 11.58

合 計 119.61

〔第3年 度〕

第3年 度 に割 り当て られた給付額 121.0⑪

第3年 度 までに割 り当て られた給付額 363.00

第3年 度末の負債 363.00

第3年 度の期間費用

繰延給与要素 121.00

利息要素
216.07xO.12 25.93.

合 計
..⊥.

】46.93

ら に,累 積 給 付 ア プ ロ ー チ(accumulatedbenefitsapproach),給 付/勤 務 年

数 ア プ ロ ー チ(benefits/years・{.)f・serviceapproach),給 付/給 与 ア プ ロ ー チ

(benefits/compensationapproach)の 三 つ に 分 類 さ れ る 。 累 積 給 付 ア プ ロ ー チ
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第3表 給 付/給1∫.ア プ ロー チ (単位:ド.ル)

〔第1年 度〕

1Q,000/33,100×363

第1年 度 末 の 負債

1⑪9,67÷(1.12)z

第1年 度 の期 間 費用

繰延 給 与 要 素

利 息 要 素

合 計

〔第2年 度〕

11,000!33,loo×363

第2年 度 末 の 負 債

230.30÷1『12

第2年 度 の 期 間 費用

繰 延 給 与 要 素

120.63÷1.12

利 息 要 素

87.43×0,12

合 計 118.20

〔第3年 度〕

第3年 度 に割 り当て られ た 給付 額

12.100/33,100×363

第3年 度 まで に割 り当 て られ た 給付 類

集3年 度 末 の負 債

第3年 度 の期 間費 用

繰 延 給 与 要 素

利 息 要 素

205.63XO.12

合 計

132,70

363,00

132.70

24.67

157.37

363.00

は,第1表 に み る よ うに,給 付算 定式 と現 在 の勤 務 と報 酬 に基 づ い て 各 期 間 に.

割 り当 て られ る給 付 を計 算 す る。 こ.のア プロ ー チ は,将 来 の 給'」・水 準 の 予 測,

も し くは 年金 給 付 の総 額 の 予 測 を必 要 と しない 。 給 付/勤 務 年 数 ア プ ロー チ は,
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第4表 費用/勤 務年数 ア.プp一 チ

(205>125

〔単位=ド ル)

費 用 負 債1

〔第1年 度 〕

第1年 度 に割 り当て られた繰延 給与要 素(一 定金額>D 107.57 107.57.

第1年 度 末の負債

〔第2年 度〕

第2年 度 に割 り当て られ た繰延給与要素(一 定金額) 107.57

利息要素

107.57×0.12 12.91

合 計 120.48

第2年 度末の負債

107.57+120.48 228.05
...凹馳 ヒ..圃.

〔第3年 度〕

第3年 度 に割 り当て られた繰延給与要素(一 定金額〉 107.57

利息 要素

228.05×0.12 27.38

合 計 134.95

第3年 度末の負債

228.05十134,95 363.00

.

孟
電
丑
量
▼

1)給 与の一定金額の計算は以下の通 りである。

..定金領土X,
363=X(1.12)2十X(1.12)十X,

363≡3.:1744X,

X=107.57

第2表 にみ る よ うに,給 付 算 定式 と現 在 の勤 務 と将 来 の 報 酬 に基 づ い て各 期 間

に割 り当 て られ る給 付 を計 算 す る。 将 来 の給 与 水 準 の 予 測,総 年 金給 付 の予 測

を必 要 とす る こ と以 外 は,累 積給 付 ア プ ローチ と変 わ らな い 。給 付/給 与 ア プ

ロー チ は,第3表 にみ る よ う に,あ る期 間 の給 与 の 総 予 測給 与 に対 す る割 合 に

基づ い て総 予 測 年 金 給付 を期 間 に割 り当 て る。

第 二 の割 当 て ア プ ロー チ は,費 用 ア プ ロ ー チ(じostapproach)で あ る。.費

用 ア プ ロー チで は,総 年 金 費 用 の あ る部 分 が 直 接,従 業 員 の 各勤 務 期 間.に割 り

当 て ら れ る。 費 用 ア プ ロー チ は,さ ら に,費 用/勤 務 年 数 ア プ ロー チ

(cost/years-of-serviceapproach)と 費 用/給 与 ア プ ロー チ(cost/compensa
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126(206) 第156巻 第2・3号

第5表 費 用/給 与 ア プ ロー チ 〔単 位=ド ル)

費 用 負 債

〔第1年 度 〕

第1年 度 に割 り当て られた繰延給与要素(一 定金額)り

10,000×0.00982 98.20

第1年 度末の負債 98.20.

〔第2年 度 〕

第2年 度 に割 り当て られ た繰延給与要素(一 定金額)

11,00uxo.00982 108.02

利息要素

98.20xO,12 11.78

合 計 119.80

第2年 度末 の負債

98.20十1⊥9.80 218.00..

〔第 三年 度〕

第3年 度に割 り当てられた繰延給与要素 〔・定金額)

12,100×0.00982 118.83

利息要素

218.ooxo.12 26.17

一

合 計 145.00

第3年 度末の負債

218.00+145.00 363.00

])給 与 の一 定 割 合 の計 算 は以 ドの 通 りで あ る。

一定 盲リ合一P
,

363=〔10,000v×(1.12)2〕 十 〔11.DODP瓦1.12〕 十P,

363=36.964P,

P一.D,DO982

tionapproach)の 二 つ に分 類 さ れ る 。 費 用/勤 務 年 数 ア プ ロー チ は,第4表

に み る よ う に,費 用 の給 与 要素 の 予測 総 額 の.定 金額 を各 勤 務 年 数 に割 り当 て

る 。 費用/給 与 ア プ ロー チ は,第5表 にみ る よ うに,費 用 の給 与 要 素 が そ の 期

間 の給 与 の一 定 割 合 とな るよ うに費 用 を各 勤 務期 間 に割 り当 て る。

これ らの ア プ ロー チ か らFASRは まず,年 金 給 付 が 従 業 員 の勤 務 に 基 づ い

て どの よ う に年 金 給 付 が 稼得 され る のか とい う観 点 に基づ い て,給 付 ア プ ロー

チ を選 択 した。
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「審 議 会 は,期 間 純 年.金費 用 と予 測給 付 債 務 はそ の も とで そ れ らが 生 じる

制 度 の条 件 を反 映 す べ きで あ る と結論 した。 確 定 給 付 年 金 は,資 金拠 出が 望

ま しい資 金 積 立 の パ ター ンに した が っ て ど の よ う に な され う るの か とい うよ

りも,む しろ勤 務 に 基 づ い て どの よ うに給 付 が 稼 得 され るの か とい う観 点 か

ら事 業 者 の約 束 を特 定化(Specifies)す る とい う理 由 か ら給 付 ア プ ロー チ が

選 好 さ れ た 。」'7}

さ らに,保 険数 理 計 算 に おい て は将 来 の給 与水 準 を考 慮 に入 れ るべ きで あ る

とい う理 由 か ら,累 積 給 付 ア プ ロー チ は排 除 され たX87。そ して,給 付/給 与 ア

プ ロー チ は内 国 歳 人庁 規 則 に よ って 許 容 され ない の で 採 用 され ず19},結 果 と し

て 給 付/勤 務 年 数 ア プ ロ ー チ がSFAS第87号 に お け る 割 当 て ア プ ロ ーチ と し

て選択された。

以 上 の よ うに,SFAS第87号 の 根 底 に は,年 金 取 引 を 従 業 員 の勤 務 と事 業

者 の 年 金 給付 との 交換 とみ る見 方 が 存 在 して い る上9)。

1のFASB,SPASNn87,par.134

18)1所 証,par.143、

19)こ の点 を,SI・'AS第8ア 号 に先行す るAPBオ ピニ オン第8号 『年金制度 の費用 に関す る会計」

.(AccounhngPrLnじ3,[eB【pard(APB),APB(加7卍 ～oηNαaAご`螺 ηど加8/CastaJ.Pension

P血 膿Ame配allIns【i[uteofCertifiedPublicAca,川ntan[g ,1966.〕 と比較 してみ ようワ

APRオ ピニ オン第 呂号は,年 金会計 に発生主義会計 を適用す ることを目的 として作 成された

もので あるが.AFBオ ピニ オン第8号 は,年 金取引 のとらえ方 を確定せず,年 金費用 の性格 に

つ いて の統一.的な見解 を提示す るにば至 らなか った、

「年金費用を,関 連 する管理 費用 を含め て,発 生基準に基づい て処理す ることについての広 範

な意 見の ・致 はあ るが,し か し,年 金費 用の性 質について の意 見は一般 に一致 していない。」

し脅P鴛 渦P月 切,'ηめη恥.8.par.135♪

そ して,APBオ ピニオ ン第8号 の費用認識において は,SFAS第 呂7号でい う給付 アプローチ

と費用 アプローチが共存 してお り,そ の測定基輩 は許容範囲 の広い もの となっている 〔給付'アプ

ローチに対応す るもの は発生給付費用方式 とよばれ,費 用 アプローチに対応する ものは将 来給付

予測費用 方式 とよばれ てい る),こ こで,給 付 アプローチ と費用ア プローチが共存 してい ること

の意味 を考 えてみ よう。給付 アプローチが従 業員の勤務 に.基づいて費用を認識 していこうとす る

のに対 して,費 用 アプローチは計算方法が合理 的かつ規則的であ るとい うだけで ある.そ うす る

と,APRオ ピニ オン第9号 における費用認識 は,必 ず しも,取 引の履行に基づ くものではない

ことにな る。 これは,あ る意味では,完 全未履行契約 の認識を先取 りしている といえな くもない。

しか し,こ の ことは,会 計.Lの 論理に基づ くもので はなく,保 険数理計算 を導 入す ることによ っ

て行 われ ている。APBオ ピニオン第8号 は,発 生主義会計 の年 金会 計への適用 を標榜 した もの

の,結 果 として,資 金積 立 目的の保険数理計算 を無批判的に導入す ることとなっている。 こゆ こ

とについて,1981年 の討議資料 『年金 とその他の退職後給付に関ず る事業者 の会計 に関連する/
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IIISEAS第87号 に お ける 完全 未 履 行 契 約 の 認識 の 論理

SFAS第87号 が,年 金 取 引 を,従 業 員 の 勤 務 と 事 業 者 の 年 金 給 付 と の 交 換

と と ら え た こ と は,FASB概 念 フ レ ー ム ワ ー ク に お け る 負 債 概 念 と 密 接 な 関

連 を も っ て い る 。SFAC第6号 に よ れ ば,負 債 と は,「 過 去 の 取 引 ま た は 事 象

の 結 果 と し て,特 定 の 実 体 が,他 の 実 体 に 対 し て,将 来,資 産 を 譲 渡 し ま た は

用 役 を 提 供 し な け れ ば な ら な い 現 在 の 債 務 か ら生 じ る,発 生 の 可 能 性 の 高 い 将.

来 の 経 済 的 便 益 の 犠 牲 で あ る 」凄。:1。FASB概 念 フ レ ー ム ワ ー ク に お け る.負 債 は,

「現 在 の 債 務 」 に 基 づ く も の で あ る 。SFAS第87号 は,年 金 取 引 を,従 業 員 の

勤 務 と 事 業 者 の 年 金 給 付 と の.交 換,し か も 主 要 に は,「 現 在 」 の 従 業 員 の 勤 務

と 「将 来 」 の 事 業 者 の 年 金 給 付 と の 交 換 と と.ら え る こ と に よ っ て,予 測 給 付 債

務 を 「現 在 の 債 務 」 た ら し め て い る 。 こ の こ と は,FASBが,年 金 契 約 を 完

全 未 履 行 契 約 と み る 見 方 を 否 定 し て い る こ とか ら も 明 ら か で あ る 。 以.ヒ の よ う.

に,SFAS第87号 は,年 金 取 引 を,「 現 在 」 の 従 業 員 の 勤 務 と 「将 来 」 の 年 金

給 付 と の 交 換 と と ら え て い る 。

しか し,SFAS第87号 に お い て は,年 金 取 引 を 「.将来 」 の 従 業 員 の 勤 務 と

「将 来 」 の 年 金 給 付 と の 交 換 と し て い る 部 分,す な わ ち,完.全 米 履 行 契 約 を 会

計 的 に 認 識 す る 部 分 も存 在 し て い る 。 そ れ は,追 加 最 小 負 債 とそ れ に 対 応 す る

無 形 資 産 に つ い て の 規 定 で あ るz1〕。

＼問題の分析jはAPBオ ピニオン第8号 について次 のよ うに述べ ている。

「APBオ ピニオン第8号 は,費 用がい くつかの受入可 能な保険数理計算法のいずれかに基づ

いて決定され るべきで あるが,資 金積立のために使 用されるのと必ず しも同 じであ る必要はない

と明確 に述べ ているり しか し,こ の分離に もかかわらず,会 計 は依然 として資金積1ン:方法 と連結

したままであった。」 〔FASB,Dガ ∫雌5ゴoη躍㎝即耀η4μ耀,Par.82.)

20)FASB,5認 ㈱ θアπqプ 飛肌,r`歪α1A``σμ配ゴηgCbη`ゆ`∫Nα αEな ㎜ 薦 げF診π朋 ㎡α♂∫姻 例 どη`∫,

FASR,December1985、par.35.

21)APRオ ピニ オン第B号 において も,SFAS第 訂号でい う追加最小負 債の認 識を想定 して いたワ

「もしも,会 社が年金 基金 に支払われ るか もしくは費用計Lさ れた以上 に年金費用 に関する法

的債務 をお うな らば,そ の超過額 は.貸 借対照表Lに 負債および繰延 費用 と して表示 しなければ

ならない。」201(APB,APROplslonNo.8,0ur.32)

ただ し,こ こでい う 「法的債務」 の内容 は明示 されてお らず,SFAS第87号 の追加最小負 債

とは異な り,実 効性 のある規定 にはならなか った。
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追 加 最 小 負 債 に対 応 す る無 形 資 産 は次 の よ うな性 格 を もっ て い る。 過 去 勤 務

費 用 は,主 に,年 金 給 付 を増 額 す る 制 度 改訂 に よ って生 じる。 した が っ て,こ

こま で 展 開 され て きた 論 理 に 基 づ け ば,制 度 改 訂 に よ って 生 じ る年.金取 引 は

「過 去 」 の 勤 務 と 「将 来 」 の 年 金 給 付 との交 換 とい う こ と に な り,無 形 資 産 が

認 識 され る余 地 は な く,制 度 改 訂 に基 づ い て発 生 した過 去勤 務 費 用 は,即 時 費

用 認 識 され るか,も し くは,前 期 損 益 修 正 と して 処 理 され な けれ ば な らな い 。

しか し,SFAS第87号 は次 の よ うな 論 理 に基 づ い て,無 形 資 産 の認 識 を実 現

して い る。

制 度 改 訂 は事 業 者 に利 益 を もた ら す の で資 産 と して とら え る こ とが で き る。

しか し,そ の価 値 を 直接 測 定 す る こ とは で きな い 。 そ の た め制 度 改 訂 に よ って

生 じ る過 去勤 務 費用 の測 定 で も って,無 形資 産 の 測定 を 間接 的 に行 う。

実 際 無 形 資 産 の金 額 は,未 認識 過去 勤務 費用 の 範 囲 内 に 限定 され てい る。

SFAS第87号 の この 部 分 で は,年 金 取 引 ぽ,事 実 上,「 将 来」 の 勤 務 と 「将

来」 の 年 金 給 付 との 交換 とい う こ と に な って い る 。 この 点,.SFAS第87号 は

次 の よ うに述 べ てい る。

「制 度改 訂 が,将 来 の 勤務 に割 り当 て うる給 付 を増 大.させ る限 りで は,ど

ち らの 集 団 も履 行 して い な い。 しか し,増 大 した給 付 が 給付 算 定 式 に よ って,

す で に提 供 され た勤 務 に割 り当 て られ る限 りで は,一 方 の 集 団 が履 行 して お

り,契 約 は少 な くと も部 分 的未 履 行 で あ る と,審 議 会 は 結 論 した 。」謝

お わ.り に

SFAS第87号 に お け る 追 加 最 小 負 債 の認 識 に お い て は,事 実 .ヒ,そ の 金 額

が 数 理 計 算 に よ っ て合 理 的 に見 積 も る こ との で き る.未履 行 契約 の責 務 を負 債 と

して 認 識 して い る。 しか し,そ の 負 債 の 認 識 ぽ,完 全 未履 行 契 約 を1自:接.認識 す

る とい う こ とに は な って お らず,計 算 上,「 過 去.」の 勤 務 と 「将 来」 の 年 金 給

付 の 交 換 とな って い る もの を,「 将来 」 の 勤務 と 「将 来 」 の 年 金 給 付 との 交換

22)FASB,SFASNo.87,par.145.
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とみ なす とい う論 理 上 の 操 作 を行 う こ とに よ り成 立 して い る 。 こ れ は,年 金 制

度 の改 訂 とい う事 象 が,「 過 去 」 の勤 務 と 「将 来 」 の年 金 給 付 との 交換 取 引 と,

「将 来」 の勤 務 と 「将 来 」 の 年 金 給 付 との交 換 取 引 とい う二 つ の 意 味 を もつ,

も し くは,そ の両 者 の どち ら と も解 釈 で き るか らで あ る と考 え られ る 。

本稿 で は,SFAS第87号 に 基 づ い て 計 上 され る年 金 資 産 ・年 金 負 債 の 一 部

が 完 全 未 履 行 契 約 にお け る権利 ・義務 の 会計 的認 識 とな っ て い る こ と を明 らか

に した が,今 後 の 課 題 と して,年 金 会計 に お け る完 全 未履 行 契 約 の認 識 の 論 理

的帰 結 と して.完 全 未 履 行 契 約 と考 え られ る デ リバ テ ィブ の権 利 ・義 務 の認 識

が 必 然 的 に な され うるの か とい う問 題 が あ る。 本稿 で 明 らか に した よ うに年 金

会計 に お い て は,完 全 未 履 行 契 約 と も部 分 的履 行 契 約 と も とれ る領 域 が存 在 し

て い るので あ り,そ の よ うに特 殊 な年 金 会 計 の 論 理 を 敷 衍 す る こ とに よ っ て,

デ リバ テ ィブ な どの金 額 が.ロ∫変 的 な未 履 行 契 約 の 責 務 が 認識 さ れ る とは単 純 に

は い え な い.もの と考 え られ るが,詳 細 は別 稿 に 譲 りた い 。


